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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末本体の傾き量を検出する検出手段と、
　前記端末本体の姿勢に関する基準状態を設定する基準状態設定手段と、
　前記基準状態において前記検出手段が検出する傾き量と、前記端末本体が前記基準状態
から別の姿勢に変わった際に前記検出手段が検出する傾き量とに基づいて、前記端末本体
の傾きの変化量および変化方向を算出する算出手段と、
　前記変化量と方向キーの押下時間とが関連付けられた第１制御情報、および前記変化方
向と方向キーの押下部分とが関連付けられた第２制御情報を記憶する記憶手段と、
　前記算出手段により算出された前記変化量に対応する前記第１制御情報と、前記算出手
段により算出された前記変化方向に対応する前記第２制御情報とを前記記憶手段から読み
出し、前記第１制御情報で示される前記押下時間と前記第２制御情報で示される前記押下
部分とを示す入力信号を生成し、該入力信号を入力受付手段に出力する信号出力手段と、
を備えている情報端末。
【請求項２】
　前記変化量を示す情報である第１変化量と方向キーの押下時間を示す情報である一定時
間以上の入力とが関連付けられていると共に、前記変化量を示す情報である第２変化量と
方向キーの押下時間を示す情報である一定時間未満の入力とが関連付けられている請求項
１に記載の情報端末。
【請求項３】
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　前記算出手段により算出された前記変化量が所定値以下である場合には、前記信号出力
手段による出力を禁止する禁止手段を更に備えていることを特徴とする請求項１または２
に記載の情報端末。
【請求項４】
　前記端末本体が基準状態から別の姿勢に変わった際の前記変化量および変化方向を表示
手段に表示させる共に、該変化方向に対応する方向キーの押下部分および該変化量に対応
する方向キーの押下時間を表示手段に表示させる表示制御手段を更に備えていることを特
徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の情報端末。
【請求項５】
　端末本体の傾き量を検出する検出ステップと、
　前記端末本体の姿勢に関する基準状態を設定する基準状態設定ステップと、
　前記基準状態において前記検出手段が検出する傾き量と、前記端末本体が前記基準状態
から別の姿勢に変わった際に前記検出手段が検出する傾き量とに基づいて、前記端末本体
の傾きの変化量および変化方向を算出する算出ステップと、
　前記変化量と方向キーの押下時間とが関連付けられた第１制御情報、および前記変化方
向と方向キーの押下部分とが関連付けられた第２制御情報を記憶する記憶手段から、前記
算出手段により算出された前記変化量に対応する前記第１制御情報と、前記算出手段によ
り算出された前記変化方向に対応する前記第２制御情報とを読み出し、前記第１制御情報
で示される前記押下時間と前記第２制御情報で示される前記押下部分とを示す入力信号を
生成し、該入力信号を入力受付手段に出力する信号出力ステップと、
を含んでいる情報入力方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報端末および情報入力方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯端末等の情報端末の中では、入力手段としてタッチパネルを採用しているものがあ
る。このような情報端末を使用する場合、ユーザは画面上をタップやフリックなどの操作
により各種の入力を行う。ところが、タッチパネルを搭載した端末は、人混みの多い場所
や満員電車の中で片手操作するには不便である。
【０００３】
　このような問題を解決するものとして、特許文献１では、振動センサ、加速度センサ、
変位センサ等、情報端末の動きを検出する動き検出手段を用いて画面をスクロールさせた
り、ページ送り／戻ししたりする情報端末が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－３３２１１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述の情報端末では、当該端末の動きに基づいてできる操作が画面スク
ロールやページ移動等に限られてしまう。
【０００６】
　本発明は、このような課題を解決するために成されたものであり、端末の動きに応じて
多様な操作を実現することが可能な情報端末および情報入力方法を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　上記課題を解決するため、本発明の情報端末は、端末本体の傾き量を検出する検出手段
と、端末本体の姿勢に関する基準状態を設定する基準状態設定手段と、基準状態において
検出手段が検出する傾き量と、端末本体が基準状態から別の姿勢に変わった際に検出手段
が検出する傾き量とに基づいて、端末本体の傾きの変化量および変化方向を算出する算出
手段と、変化量と方向キーの押下時間とが関連付けられた第１制御情報、および変化方向
と方向キーの押下部分とが関連付けられた第２制御情報を記憶する記憶手段と、算出手段
により算出された変化量に対応する第１制御情報と、算出手段により算出された変化方向
に対応する第２制御情報とを記憶手段から読み出し、第１制御情報で示される押下時間と
第２制御情報で示される押下部分とを示す入力信号を生成し、該入力信号を入力受付手段
に出力する信号出力手段と、を備えている。
【０００８】
　また、本発明の情報入力方法は、端末本体の傾き量を検出する検出ステップと、端末本
体の姿勢に関する基準状態を設定する基準状態設定ステップと、基準状態において検出手
段が検出する傾き量と、端末本体が基準状態から別の姿勢に変わった際に検出手段が検出
する傾き量とに基づいて、端末本体の傾きの変化量および変化方向を算出する算出ステッ
プと、変化量と方向キーの押下時間とが関連付けられた第１制御情報、および変化方向と
方向キーの押下部分とが関連付けられた第２制御情報を記憶する記憶手段から、算出手段
により算出された変化量に対応する第１制御情報と、算出手段により算出された変化方向
に対応する第２制御情報とを読み出し、第１制御情報で示される押下時間と第２制御情報
で示される押下部分とを示す入力信号を生成し、該入力信号を入力受付手段に出力する信
号出力ステップと、を含んでいる。
【０００９】
　このような発明では、端末本体の傾きの変化量および変化方向が算出され、その変化量
および変化方向に応じた方向キーの入力信号が生成されて入力受付手段に出力される。こ
のように、方向キーに関する汎用的な入力信号を生成し出力することで、端末本体の動き
に応じた多様な操作を実現することが可能となる。
【００１０】
　また、本発明の情報端末では、変化量を示す情報である第１変化量と方向キーの押下時
間を示す情報である一定時間以上の入力とが関連付けられていると共に、変化量を示す情
報である第２変化量と方向キーの押下時間を示す情報である一定時間未満の入力とが関連
付けられていてもよい。これにより、その変化量に応じて方向キーを一定時間以上押下し
た場合の入力信号と、方向キーを一定時間未満押下した場合の入力信号とを生成すること
ができる。この結果、端末本体の動きに応じて、方向キーを長押し入力したり短押し入力
をしたりするのと同様の操作を実現することが可能となる。
【００１１】
　また、本発明の情報端末では、算出手段により算出された変化量が所定値以下である場
合には、信号出力手段による出力を禁止する禁止手段を更に備えていてもよい。これによ
り、変化量が所定値以下となる本体端末の動きでは、当該動きに対応する入力信号の生成
および出力が禁止されるので、ユーザにより情報端末の操作を意図しない動きが端末本体
に与えられた場合であっても、この動きによる誤動作および誤反応を防止することができ
る。
【００１２】
　また、本発明の情報端末では、端末本体が基準状態から別の姿勢に変わった際の変化量
および変化方向を表示手段に表示させる共に、該変化方向に対応する方向キーの押下部分
および該変化量に対応する方向キーの押下時間を表示手段に表示させる表示制御手段を更
に備えていてもよい。これにより、ユーザは、現在の端末本体の姿勢が方向キーのどの部
分をどのように押下する状態なのかを確認しながら本体端末を動かすことができるので、
所望の操作を確実に実行させることができる。
【発明の効果】
【００１３】
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　本発明の情報端末および情報入力方法によれば、端末の動きに応じて多様な操作を実現
することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１実施形態に係る携帯端末の機能構成を示すブロック図である。
【図２】図１の記憶部に記憶されている２種類の制御情報の一例を説明するための図であ
る。
【図３】図１に示す携帯端末のハードウェア構成を示す図である。
【図４】図１に示す携帯端末における情報入力処理を示したフローチャートである。
【図５】基準状態に対する傾きの変化量および傾きの変化方向を示す図である。
【図６】第２実施形態に係る携帯端末の機能構成を示すブロック図である。
【図７】図６に示す携帯端末における情報入力処理を示したフローチャートである。
【図８】図６に示す表示部に表示されるガイド画面の一例を説明するための図である。
【図９】図８のガイド画面の構成を説明するための図である。
【図１０】端末本体の姿勢に応じて変化するガイド表示を説明するための図である。
【図１１】他の実施形態に係る制御情報の一例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　（第１実施形態）
　添付図面を参照しながら本発明の第１実施形態を説明する。可能な場合には、同一の部
分に同一の符号を付して、重複する説明を省略する。
【００１６】
　図１は、本実施形態に係る携帯端末の機能構成を示すブロック図である。携帯端末１は
、その端末本体１ａ（図５参照）に動きを与えることによって画面をスクロールさせるこ
とが可能な情報端末であって、表示部（表示手段）１１、操作部１２、検出部（検出手段
）１３、記憶部（記憶手段）１４および制御部２０を備えている。
【００１７】
　表示部１１は、情報を表示する部分であり、液晶ディスプレイ等が例示される。表示部
１１は、例えば携帯端末１に搭載された各機能に対応するメニュー項目が表示されたメニ
ュー選択画面や登録した電話番号等を表示する電話帳一覧画面を表示する。
【００１８】
　操作部１２は、情報の入力を受け付ける部分であり、例えば十字ボタンの方向キー（方
向キー）やメニューボタンが例示される。メニュー選択画面においては、ユーザは、例え
ば十字ボタンの上下キー等を押下することにより画面をスクロールさせることができる。
また、電話等一覧画面においては、ユーザは、十字ボタンの上下キーを押下することでフ
ォーカス移動やページ移動をすることができ、当該ボタンの左右キーを押下することでペ
ージ移動をすることができる。
【００１９】
　検出部１３は、地面に対する端末本体１ａの傾き量α（以下、地面に対する端末本体１
ａの傾き量を「傾き量α」と示す）を所定時間毎に検出する部分であって、例えばＮ軸セ
ンサ、重力センサおよび地磁気センサ等が例示される。検出部１３として例えば３軸セン
サを採用した場合には、Ｘ軸、Ｙ軸およびＺ軸のそれぞれに対する重力加速度に基づいて
、それぞれの傾き量αＸ、αＹ、αＺを検出することができる。なお、重力センサや地磁
気センサを用いる場合であっても公知の技術に基づいて傾き量αを検出することができる
。検出部１３は、このようにして所定時間毎に検出された傾き量αを後述する算出部２２
へその都度出力する。
【００２０】
　記憶部１４は、例えば図２（ａ）に示すような傾きの変化量β（以下、傾きの変化量β
を「変化量β」と示す）と制御内容（少なくとも押下時間を用いて定義されるキーの押下
態様であり本実施形態では、所定時間以上の長押し入力と所定時間未満の短押し入力とが
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該当する）とが関連付けられている第１制御情報Ｔ１を記憶している。この第１制御情報
Ｔ１は、後述する信号出力部２４によって参照される。第１制御情報Ｔ１には、変化量β
を示す情報「ａ１以上の変化量（第１変化量）」と制御内容を示す情報「一定時間（例え
ば０．５秒）以上の長押し入力」とが関連付けられていると共に、変化量βを示す情報「
ａ１未満の変化量（第２変化量）」と制御内容を示す情報「一定時間（例えば０．５秒）
未満の短押し入力（一定時間に一定回数の連続入力）」とが関連付けられている。
【００２１】
　また、記憶部１４は、例えば図２（ｂ）に示すような傾きの変化方向ｄ（以下、傾きの
変化方向ｄを「変化方向ｄ」と示す）と制御対象（少なくとも押下される押下部分を用い
て定義される対象キーであり、本実施形態では十字ボタンの上下左右キーの何れかが該当
する）とが関連付けられている第２制御情報Ｔ２を記憶している。この第２制御情報Ｔ２
は、第１制御情報Ｔ１と同様に後述する信号出力部２４によって参照される。第２制御情
報Ｔ２には、例えば図２（ｂ）に示すような変化方向を示す情報「Ａ」と制御対象を示す
情報「十字ボタンの上キー」とが、変化方向を示す情報「Ｂ」と制御対象を示す情報「十
字ボタンの右キー」とが、変化方向を示す情報「Ｃ」と制御対象を示す情報「十字ボタン
の下キー」とが、変化方向を示す情報「Ｄ」と制御対象を示す情報「十字ボタンの左キー
」とがそれぞれ関連付けられている。
【００２２】
　制御部２０は、携帯端末１の各機能を制御する部分であり、例えば表示部１１、操作部
１２、検出部１３および記憶部１４を制御する。制御部２０は機能的構成要素として、基
準状態設定部（基準状態設定手段）２１、算出部（算出手段）２２、禁止部（禁止手段）
２３、信号出力部（信号出力手段）２４および入力受付部（入力受付手段）２５を有して
いる。
【００２３】
　基準状態設定部２１は、端末本体１ａの姿勢に関する基準状態を設定する部分である。
基準状態とは、端末本体１ａに与えられる動きにより端末本体１ａの姿勢がどのように変
化したかを抽出するための基準となる端末本体１ａの状態をいう。基準状態設定部２１は
、例えばＸ軸、Ｙ軸およびＺ軸に対するそれぞれの傾き量を記憶することで基準状態を設
定している。ユーザは、例えば端末本体１ａを所望の姿勢に維持した状態で、操作部１２
に含まれる基準状態設定ボタンを押下することにより、当該所望の姿勢を基準状態として
設定することができる。ユーザは、例えば図５に示すような端末本体１ａの姿勢で基準状
態設定ボタンを押下することにより、表示部１１が表示される面１ｂがＸＺ平面に平行と
なるような端末本体１ａの姿勢を基準状態として設定することができる。以後、図５に示
すような端末本体１ａの姿勢で基準状態が設定されたとして説明を行う。
【００２４】
　算出部２２は、基準状態において検出部１３が検出する傾き量α０と、端末本体１ａに
動きが与えられた後の状態において検出部１３が検出する傾き量αとに基づいて、基準状
態に対する傾きの変化量βを算出する部分である。例えば算出部２２は、図５に示すよう
な基準状態からの変化量β１，β２を算出する。また、算出部２２は、同様に検出される
傾き量α０と傾き量αとに基づいて、基準状態に対する変化方向ｄを算出する部分でもあ
る。例えば算出部２２は、図５に示すような基準状態からの傾きの変化方向Ａ，Ｂ，Ｃ，
Ｄを算出する。算出部２２は、変化量βを示す情報を禁止部２３に出力し、変化方向ｄを
示す情報を信号出力部２４に出力する。
【００２５】
　禁止部２３は、算出部２２により算出された変化量βが所定値以下である場合には、後
述する信号出力部２４による入力信号の生成および出力を禁止する部分である。ここでは
、禁止部２３が変化量βをａ２（ただしａ２＜ａ１）以下であると判定した場合、信号出
力部２４による所定の入力信号の生成および出力を禁止する。
【００２６】
　信号出力部２４は、算出部２２により算出された変化方向ｄに対応する第２制御情報Ｔ
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２と、算出部２２により算出された変化量βに対応する第１制御情報Ｔ２とを記憶部１４
から読み出し、第１制御情報Ｔ１で示される押下時間と第２制御情報Ｔ２で示される押下
部分とを示す入力信号を生成し、該入力信号を入力受付部２５に出力する部分である。例
えば算出部２２が変化方向ｄを示す情報である「Ｃ」と、変化量βを示す情報である「ａ
２以上ａ１未満」とを出力した場合、信号出力部２４は、「十字ボタンの下キー」と「一
定時間未満の短押し入力」とを示す入力信号を生成し、当該入力信号を後述する入力受付
部２５に出力する。
【００２７】
　入力受付部２５は、携帯端末に設けられている各種キーの押下により生成される入力信
号を受け付ける部分である。携帯端末１は、この入力信号に基づいて、アプリケーション
プログラムの実行および制御や画面遷移等の様々な処理を実行する。入力受付部２５は、
信号出力部２４から入力された入力信号を受け付け、各種キーの押下による入力信号と同
様に処理する。例えば信号出力部２４から「十字ボタンの下キー」と「一定時間未満の短
押し入力」とを示す入力信号が入力されると、入力受付部２５はその入力信号を十字ボタ
ンの下キーが一定時間未満の短押し入力されたときに生成される入力信号と同様に処理す
る。
【００２８】
　図３は、携帯端末のハードウェア構成を示す図である。携帯端末１は、図３に示すよう
に、オペレーティングシステムやアプリケーションプログラムなどを実行するＣＰＵ３１
、ＲＯＭ及びＲＡＭで構成される主記憶部３２、ハードディスク、メモリ等で構成される
補助記憶部３３、十字ボタンにおける各キー、タッチパネル等の入力部３４、表示部１１
等の出力部３５で構成される。上述した制御部２０における機能的構成要素が実現する各
機能は、ＣＰＵ３１および主記憶部３２に所定のソフトウェアを読み込ませ、ＣＰＵ３１
の制御の下で、表示部１１に情報を表示させたり、操作部１２において入力される情報を
読み込んだり、主記憶部３２および補助記憶部３３に対してデータの読み書きを実行させ
たりすることで実現される。
【００２９】
　以下、携帯端末１において情報を入力する際の処理（情報入力方法）について、図４お
よび図５を用いて説明する。図４は、携帯端末における情報入力処理を示したフローチャ
ートである。図５は、基準状態に対する傾きの変化量および傾きの変化方向を示す図であ
る。
【００３０】
　携帯端末１では、まず基準状態設定部２１が、端末本体１ａの姿勢に関する基準状態の
設定の実行を受け付ける（Ｓ１）。ユーザは、例えば操作部１２に含まれる基準状態設定
ボタンを押下することにより端末本体１ａの基準状態の設定を実行することができる。
【００３１】
　次に、基準状態設定部２１は、基準状態の設定の実行を受け付けた際の端末本体１ａの
傾き量α０を検出部１３によって検出し（検出ステップ）、当該検出した傾き量α０を基
準状態として設定する（Ｓ２：基準状態設定ステップ）。
【００３２】
　ここで、ユーザにより端末本体１ａに動きが与えられたとする。このとき、検出部１３
は、基準状態から別の姿勢に変わった際の端末本体１ａの傾き量αを検出する（Ｓ３：検
出ステップ）。
【００３３】
　次に、算出部２２は、基準状態において検出部１３が検出した傾き量α０と、基準状態
から別の姿勢に変わった際に検出部１３が検出した傾き量αとに基づいて、端末本体１ａ
の傾きの変化方向を算出する（Ｓ４：算出ステップ）。算出部２２は、算出した変化方向
ｄを示す情報を信号出力部２４に出力する。
【００３４】
　次に、算出部２２は、基準状態において検出部１３が検出した傾き量α０と、基準状態
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から別の姿勢に変わった際に検出部１３が検出した傾き量αとに基づいて、端末本体１ａ
の傾きの変化量βを算出する（Ｓ５：算出ステップ）。算出部２２は、算出した変化量β
を示す情報を禁止部２３に出力する。なお、ステップＳ４とステップＳ５とは同時に実行
してもよい。
【００３５】
　次に、禁止部２３は、ステップＳ５において算出された変化量βがａ２（所定値）以下
であるか否かを判定する（Ｓ６）。禁止部２３は、変化量βがａ２以下であると判定した
場合（Ｓ６：ＹＥＳ）、算出部２２から入力された変化量βを示す情報を信号出力部２４
に出力しないで、信号出力部２４による入力信号の生成および出力を禁止する。一方、禁
止部２３は、変化量βがａ２（所定値）以上であると判定した場合（Ｓ６：ＮＯ）、算出
部２２から入力された変化量βを示す情報を信号出力部２４に出力する。
【００３６】
　次に、信号出力部２４は、算出部２２から変化方向ｄを示す情報が入力され、禁止部２
３から変化量βを示す情報が入力されると、当該変化方向ｄに対応する第２制御情報Ｔ２
と、当該変化量βに対応する第１制御情報Ｔ１とを記憶部１４から読み出し、第１制御情
報Ｔ１で示される押下時間と第２制御情報Ｔ２で示される押下部分とを示す入力信号を生
成し、この入力信号を入力受付部２５に出力する（Ｓ７：信号出力ステップ）。
【００３７】
　例えば信号出力部２４は、変化量βがａ１未満である場合、記憶部１４に記憶された第
１制御情報Ｔ１（図２参照）から当該変化量βを示す情報「ａ１未満」に対応する対象キ
ー部分に対する押下時間を示す情報「一定時間未満の短押し」を抽出する。また、例えば
信号出力部２４は、変化方向ｄを示す情報「Ｃ」が入力された場合、対象キー部分を示す
情報「十字ボタンの下キー」を抽出する。信号出力部２４は、このようにして抽出した対
象キー部分を示す情報「十字ボタンの下キー」と押下時間を示す情報「一定時間未満の短
押し」とを示す入力信号を生成し、入力受付部２５に出力する。
【００３８】
　入力受付部２５は、信号出力部２４から出力される入力信号を受け付けて、携帯端末１
に設けられている各種キーの押下により生成される入力信号を処理するのと同様の処理を
実行する（Ｓ８）。例えば信号出力部２４から「十字ボタンの下キー」と「一定時間未満
の短押し入力」とを示す入力信号が入力されると、十字ボタンの下キーを一定時間未満の
短押し入力させたときに出力される信号が入力されたときと同様の処理をする。この場合
、携帯端末１では、信号出力部２４で生成された入力信号に基づいて、表示部１１に表示
されている画面が下方向に向かって低速スクロールする。
【００３９】
　上記説明においては、ステップＳ１～ステップＳ８までを一連の流れとして説明したが
、端末本体１ａに与えられる動きによってステップＳ３～ステップＳ８が繰り返し行われ
ることもある。
【００４０】
　以上に説明したように、本実施形態の携帯端末１によれば、端末本体１ａの傾きの変化
量βおよび変化方向ｄが算出され、その変化量βおよび変化方向ｄに応じた十字ボタンの
方向キーの入力信号が生成されて入力受付部２５に出力される。このように、端末本体１
ａの傾きによってスクロール等の操作を直接制御するのではなく、十字ボタンの方向キー
を押下した時に生成される入力信号と同様の信号を端末本体１ａの傾きによって生成して
いる点に本発明の特徴がある。したがって、スクロールだけでなく、画面遷移やフォーカ
ス移動等、携帯端末に搭載されるハードキーによって入力可能なもの全てに対応すること
ができるので、端末本体１ａの動きに応じて多様な操作を実現することが可能となる。
【００４１】
　また、本実施形態の携帯端末１によれば、変化量βがａ２以下となる端末本体１ａの動
きでは、当該動きに対応する入力信号の生成および出力が禁止されるので、ユーザにより
携帯端末の操作を意図しない動きが端末本体１ａに与えられた場合であっても、この動き
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による誤動作および誤反応を防止することができる。
【００４２】
　（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態について、図６～図１０を用いて説明する。図６は、第２
実施形態に係る携帯端末の機能構成を示すブロック図である。
【００４３】
　第２実施形態の携帯端末（情報端末）５１が上述の携帯端末１と異なる点は、図６に示
すように、制御部２０が、表示制御部（表示制御手段）５２を有している点である。ここ
では、上記実施形態に記載の携帯端末１と同一又は同等の構成についてはその説明は省略
し、当該携帯端末１と異なる構成について説明する。
【００４４】
　表示制御部５２は、端末本体１ａが基準状態から別の姿勢に変わった際の傾きの変化量
βおよび傾きの変化方向ｄを表示部１１に表示させる共に、該変化方向ｄに対応する十字
ボタンの方向キーおよび該変化量βに対応する十字ボタンの方向キーの押下時間を表示部
１１に表示させる部分である。表示制御部５２は、例えば図８に示すようなガイド表示６
０をメニュー選択画面に重ね合わせて表示させる。ガイド表示６０は、端末本体１ａの現
在の姿勢が十字ボタンのどのキーにどのような入力を行わせるのと同じ処理を行わせるこ
とができるのかをユーザに明示的に示す表示部分である。
【００４５】
　以下、図８～図１０を用いてガイド表示６０について説明する。図８は、表示部１１に
表示されるガイド表示の一例を説明するための図である。図９は、ガイド表示の構成を説
明するための図である。図１０は、本体に与えた動きに応じて変化するガイド表示を説明
するための図である。
【００４６】
　ガイド表示６０は、図９に示すように、ポインタ部６５、十字ボタン透過部６１、第１
領域部６２、第２領域部６３および第３領域部６４を含んで構成されている。
【００４７】
　ポインタ部６５は、端末本体１ａに与えられた動きと連動して移動する表示部分であっ
て、算出部２２によって算出される変化量βと変化方向ｄに連動して移動する。したがっ
て、端末本体１ａが基準状態と同じ姿勢、すなわち、変化量βおよび変化方向ｄが共に０
の場合、ポインタ部６５は、図８に示すように十字ボタン透過部６１の中心部に表示され
る。
【００４８】
　十字ボタン透過部６１は、現在の端末本体１ａの姿勢によって十字ボタンのどのキーが
入力されるのと同じ処理が実行されるのかをユーザに対して明示的に示す部分である。ユ
ーザは、十字ボタン透過部６１とポインタ部６５との位置関係を見ることで、現在の端末
本体１ａの姿勢によって十字ボタンのどのキーを入力するのと同じ処理がされるのかを確
認することができる。例えばユーザは、メニュー選択画面に重ね合わせて表示されるガイ
ド表示６０において、ポインタ部６５と十字ボタンの上キーとが重なって表示されている
のを見ることで、現在の端末本体１ａの姿勢によって十字ボタンの上キーが入力されるの
と同じ画面スクロールを実行できることを確認できる。
【００４９】
　第１領域部６２、第２領域部６３および第３領域部６４は、現在の端末本体１ａの姿勢
によってどのような入力がされるのと同じ処理が実行されるのかをユーザに対して明示的
に示す部分である。ユーザは、これらの領域部６２，６３，６４とポインタ部６５との位
置関係を見ることで、現在の端末本体１ａの姿勢によってどのような入力が実行されるの
と同じ処理がされるのかを確認することができる。ユーザは、例えばポインタ部６５と第
１領域部６２とが重なって表示されているのを見ることで、現在の端末本体１ａの姿勢で
は何も処理されないことを確認することができる。また、ユーザは、ポインタ部６５が第
２領域部６３内に表示されているのを見ることで、現在の端末本体１ａの姿勢で所定のキ
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ーが短押し入力されるのと同じ処理がされることを確認することができる。また、ユーザ
は、例えばポインタ部６５と第３領域部６４内に表示されているのを見ることで、現在の
端末本体１ａの姿勢で所定のキーが長押し入力されるのと同じ処理がされることを確認す
ることができる。
【００５０】
　次に、携帯端末５１において情報を入力する際の処理について、上記実施形態と異なる
点について説明する。図７は、携帯端末における情報入力処理を示したフローチャートで
ある。本実施形態では、図７に示すように、ステップＳ１１が更に追加されている。すな
わち、基準状態設定部２１が、基準状態の設定の実行を受け付けた際の端末本体１ａの傾
き量α０を検出し、当該検出した傾き量α０を基準状態として設定（Ｓ２：基準状態設定
ステップ）した後、表示制御部５２は、表示部１１にガイド表示６０を表示させる（Ｓ１
１）。
【００５１】
　ここで、例えば図５に示すようなＡ方向に端末本体１ａを傾け、その際の変化量βがａ
２未満の場合、図１０（ａ）に示すようなガイド表示６０が表示部１１に表示される。ユ
ーザはこのガイド表示６０を見ることで、現在の端末本体１ａの姿勢では何も処理されな
いことを確認することができる。
【００５２】
　また、例えば図５に示すようなＤ方向に端末本体１ａを傾け、その変化量βがａ２以上
ａ１未満の場合、図１０（ｂ）に示すようなガイド表示６０が表示部１１に表示される。
ユーザはこのガイド表示６０を見ることで、現在の端末本体１ａの姿勢によって、十字ボ
タンの左キーが短押し入力されるのと同じ処理がされることを確認することができる。
【００５３】
　また、例えば図５に示すようなＣ方向に端末本体１ａを傾け、その変化量βがａ１以上
の場合、図１０（ｃ）に示すようなガイド表示６０が表示される。ユーザはこのガイド表
示６０を見ることで、現在の端末本体１ａの姿勢によって、十字ボタンの下キーが長押し
入力されるのと同じ処理がされることを確認することができる。
【００５４】
　なお、ステップＳ１１以降のステップＳ３～Ｓ８については上記実施形態と同様である
ので、ここではその説明を省略する。
【００５５】
　以上に説明したように、本実施形態の携帯端末５１によれば、上記実施形態の携帯端末
１と同様の効果を享受できるだけでなく、ユーザは、現在の端末本体１ａの姿勢が方向キ
ーのどの部分をどのように押下する状態なのかを確認しながら端末本体１ａを動かすこと
ができるので、所望の操作を確実に実行させることができる。
【００５６】
　以上、本発明をその実施形態に基づいて詳細に説明した。しかし、本発明は上記実施形
態に限定されるものではない。本発明は、その要旨を逸脱しない範囲で以下のような様々
な変形が可能である。
【００５７】
　上記実施形態の携帯端末１，５１では、メニュー選択画面において十字ボタンの上下左
右キーが入力されたときと同様の処理が行われる例を用いて説明したがこれに限定される
ものではい。例えば、ウェブが表示される画面や電話帳一覧が表示される画面にも、本発
明を適用することが可能である。
【００５８】
　また、上記実施形態の携帯端末１，５１では、禁止部２３を設けて、変化量βが所定値
以下の場合に信号出力部２４による入力信号の生成および出力を禁止する例を挙げて説明
したがこれに限定されるものではない。例えば信号出力部２４が、例えば図１１に示すよ
うな第３制御情報Ｔ３に基づいて入力信号を生成および出力するようにしてもよい。この
第３制御情報Ｔ３には、変化量βを示す情報「ａ３未満（所定値）」と制御内容を示す情
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御内容を示す情報「一定時間（例えば０．５秒）未満の短押し入力（一定時間に一定回数
の連続入力）」、および変化量βを示す情報「ａ４以上の変化量（第１変化量）」と制御
内容を示す情報「一定時間（例えば０．５秒）以上の長押し入力」がそれぞれ関連付けら
れている。
【００５９】
　これにより、信号出力部２４は、変化量βがａ３未満の場合には入力信号の生成および
出力をしないようにし、変化量βがａ３以上ａ４未満の場合には、所定のキーを示す情報
と一定時間未満の短押し入力を示す情報とを生成および出力し、変化量βがａ４以上の場
合には、所定のキーを示す情報と一定時間以上の長押し入力を示す情報とを生成および出
力することができる。
【００６０】
　また、上記実施形態では、本発明を携帯端末に適用した例を用いて説明したがこれに限
定されるものではなく、ＰＤＡ等の小型端末に適用することも可能である。また、方向キ
ーの種類として十字ボタンのキーを適用した例を挙げて説明したがこれに限定されるもの
ではなく、例えばテンキーや、矢印キー、メニューキー等を適用することも可能である。
【符号の説明】
【００６１】
　１…携帯端末（情報端末）、１ａ…本体、１１…表示部、１２…操作部、１３…検出部
（検出手段）、１４…記憶部（記憶手段）、２０…制御部、２１…基準状態設定部（基準
状態手段）、２２…算出部（算出手段）、２３…禁止部（禁止手段）、２４…信号出力部
（信号出力手段）、２５…入力受付部（入力受付手段）、５１…携帯端末（情報端末）、
５２…表示制御部（表示制御手段）、６０…ガイド表示、６１…十字ボタン透過部、６２
…第１領域部、６３…第２領域部、６４…第３領域部、６５…ポインタ部、ｄ…変化方向
、α…傾き量、β…変化量。
【図１】 【図２】
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